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１ 月 ２６ 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年中は、交通事故抑止活動にご理解、ご協力を  

いただき、ありがとうございました。 

本年も滋賀県の交通事故を一件でもなくすため、  

安全情報を発信していきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

               ふれあいチーム一同 

 

全死者 

３７人 ６５歳以上の高齢死者

数は全死者数の約半数

（４５．９％）を占めて

います。 

うち９人が７５歳以上

でした。 

令和３年中の交通事故は、発生件数、死者数、負傷者数すべて

減少しました。 

60～64歳 

１人 

50～59歳 

８人 

40～49歳 

５人 

30～39歳 

３人 

20～29歳 

２人 

20歳未満 

１人 
 ６５歳以上 

１７人 



令和２年 令和３年 令和２年 令和３年 

※子ども…中学生以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の窓口に掲示するなど、必要な方々にご覧いただけるようご協力ください。 

滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室 ふれあいチーム 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

・自動車運転中

の死者が１５人 

(前年比－２)で 

最も多くなって 

います。 

歩行中 

１０人 

自転車乗用中 

４人 

二輪車運転中 

４人 

自動車運転中 

１５人 

自動車同乗中 

４人 

・子どもの事故を減らすため、ドライバー

が気を付けるとともに、子どもに交通  

ルールを繰り返し教えてください。 

・飲酒運転は犯罪です。少しの量で

もお酒を飲んだら、絶対に運転は 

やめましょう。 


